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国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
お
け
る
再
就
職
等
監
視
・
適
正
化
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意

書

今
国
会
に
内
閣
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
る
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
お
け
る
再
就
職
等
監
視
・
適
正
化

制
度
に
関
し
、
以
下
五
項
目
に
わ
た
り
質
問
す
る
。

一

再
就
職
等
監
視
・
適
正
化
委
員
会
は
、
民
間
人
材
登
用
・
再
就
職
適
正
化
セ
ン
タ
ー
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、

本
府
省
の
特
別
の
機
関
の
下
に
置
か
れ
る
委
員
会
の
委
員
を
国
会
同
意
に
か
か
ら
し
め
て
い
る
事
例
は
あ
る
の
か
。
先
例
な

し
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
う
か
が
う
。

二

基
本
的
に
再
就
職
斡
旋
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
以
上
、
「
退
職
勧
奨
制
度
」
を
速
や
か
に
廃
止
す
べ
き
も
の
と
考
え
る

（
定
年
・
自
己
都
合
・
分
限
の
み
と
な
る
）
が
、
内
閣
の
方
針
を
う
か
が
う
。

三

私
見
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
キ
ャ
リ
ア
公
務
員
も
定
年
ま
で
府
省
庁
内
で
雇
用
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
退
職
後
の
政
府
関
係

機
関
へ
の
就
職
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ば
「
第
二
の
人
生
」
と
と
ら
え
て
俸
給
の
上
限
の
設
定
を
さ
れ
れ
ば
、
「
天
下
り
」
と

の
批
判
も
弱
ま
る
と
考
え
る
が
、
内
閣
の
見
解
を
う
か
が
う
。

四

基
本
的
に
は
避
け
る
べ
き
分
限
の
際
の
業
務
を
あ
ら
か
じ
め
民
間
人
材
登
用
・
再
就
職
適
正
化
セ
ン
タ
ー
の
業
務
と
す
る

一



必
要
は
な
い
と
考
え
る
が
、
内
閣
の
見
解
を
う
か
が
う
。

五

国
家
公
務
員
の
賃
金
カ
ー
ヴ
は
右
肩
上
が
り
だ
が
、
子
供
の
扶
養
に
出
費
が
か
さ
む
中
堅
層
を
手
厚
く
し
、
五
十
歳
代
後

半
以
降
は
賃
金
を
抑
制
す
る
構
造
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
内
閣
の
見
解
を
う
か
が
う
。

右
質
問
す
る
。

二


